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研究成果の概要（和文）：児童期の性的虐待被害や建築瑕疵（欠陥）の被害などの長期間潜在化した被害が顕在
化したことによって、加害者に損害賠償請求をしようとすると、消滅時効の問題をどう克服するかが大きな課題
となる。本研究では、消滅時効が被害者の権利行使を阻む＜時の壁＞となることの問題性を修復的正義の観点か
ら明らかにし、あるべき時効法論を提起した。また、損害が顕在化した場合に、どのように損害の回復を図るの
かという点で、金銭賠償が持つ被害の回復への意味を検討した。さらに、建築瑕疵との関係では、瑕疵の修補を
請求することなく直ちに瑕疵修補に変わる損害賠償を請求できるかという問題について、改正民法との関係で法
解釈論的提起を行った。

研究成果の概要（英文）：Extinct prescription is big problem, when latent damage, for example child 
sexual abuse and defect of house etc., is actualized. I proposed new theory of prescription from a 
view point of law and psychological restorative justice. In connection of defect of house problem, I
 proposed the theory of damages in spite of repair under the new Japanese civil law.

研究分野： 民法
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研究成果の学術的意義や社会的意義
従来、民法学における損害論や時効論を修復的正義の観点からの＜損害の可視化＞という問題として論じる研究
はなかった。このような観点から潜在的被害とその回復の問題を検討することによって、消滅時効の起算点論や
改正民法で導入された交渉中の時効感性猶予の解釈に、新たな理論的・実践的問題提起と解決の具体的方向を示
すことができた。特に改正民法後に大きな課題となる時効の二重期間化（従来の客観的起算点である権利行使可
能時から10年の消滅時効に、加えて主観的起算点である権利行使可能なことを知ってから5年の消滅時効の導
入）によって生じる新たな解釈論的問題について具体的な解釈論的問題提起を行うことができた。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 児童期の性的虐待被害や建築瑕疵（欠陥）の被害などの長期間潜在化した被害が顕在化した
ことによって、加害者に損害賠償請求をしようとすると、消滅時効の問題をどう克服するかが
大きな課題となる。こうした潜在的被害における損害論を消滅時効論との内的関連においてと
らえる法理論の構築が求められている。その際、なぜ損害の潜在性や顕在化を権利行使の可能
性との関係で被害者やそれを取り巻く社会環境も視野に入れて法心理学的に検討する必要性が
ある。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、被害が潜在化する場合は、長期間経過後に被害が顕在化して、被害者が損害賠
償請求をしようとすると、消滅時効が被害者の権利行使を阻む＜時の壁＞となることの問題性
を修復的正義の観点から明らかにし、あるべき時効法論を提起することを目的とした。 
 
３．研究の方法 
 潜在的被害としての特質を有する児童期の性的虐待被害、交通事故の後遺症、建築瑕疵被害
を主として取り上げ、あるべき損害論、時効論の構築に務めた。そのための比較法的視点を深
めるために韓国、ドイツで文献調査、インタビュー調査などを行なった。また 2017 年 6月に成
立し、2020 年 4月 1日から施行される改正民法で時効法も改革されたことから、新しい時効法
の意義と課題について、本研究の成果を踏まえて検討をした。 
 
４．研究成果 
 後継の研究業績に挙げたように、児童期の性的虐待被害、後遺症、建築瑕疵責任などにつき、
損害論と時効論の内的関連を法心理学的に考察し、改正民法も視野に入れて、具体的な法解釈
論に結実させ、また、今後の立法課題についても具体的な提言を行なった。 
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